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規 則 

 

三 重 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 二 十 一 号  

三 重 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

目 次  目 次  

第 一 章  （ 略 ）  第 一 章  （ 略 ）  

第 二 章  本 庁  第 二 章  本 庁  

第 一 節 ・ 第 二 節  （ 略 ）  第 一 節 ・ 第 二 節  （ 略 ）  

第 三 節  課 等 の 設 置 及 び 分 掌 事 務  第 三 節  課 等 の 設 置 及 び 分 掌 事 務  

第 一 款 ～ 第 七 款  （ 略 ）  第 一 款 ～ 第 七 款  （ 略 ）  

第 八 款  農 林 水 産 部 の 課 及 び 分 掌 事 務 （ 第 十

二 条 ）  
第 八 款  農 林 水 産 部 の 課 等 及 び 分 掌 事 務 （ 第

十 二 条 ）  

第 九 款 ～ 第 十 一 款  （ 略 ）  第 九 款 ～ 第 十 一 款  （ 略 ）  

第 四 節 ・ 第 五 節  （ 略 ）  第 四 節 ・ 第 五 節  （ 略 ）  

第 三 章 ・ 第 四 章  （ 略 ）  第 三 章 ・ 第 四 章  （ 略 ）  

附 則  附 則  

第 四 条  （ 略 ）  第 四 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  地 域 連 携 部 に ス ポ ー ツ 推 進 局 及 び 南 部 地 域 活 性

化 局 を 設 置 す る 。  

４  地 域 連 携 部 に 国 体 ・ 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局

及 び 南 部 地 域 活 性 化 局 を 設 置 す る 。  

５  （ 略 ）  ５  （ 略 ）  

第 七 条  防 災 対 策 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  第 七 条  防 災 対 策 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  災 害 即 応 ・ 連 携 課   

六  （ 略 ）  五  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

５  災 害 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ５  災 害 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

 三  防 災 訓 練 に 関 す る こ と 。  

 三 ・ 四  （ 略 ）  四 ・ 五  （ 略 ）  

６  災 害 即 応 ・ 連 携 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

 

一  三 重 県 災 害 対 策 本 部 の 運 営 に 関 す る こ と 。   

 二  防 災 訓 練 に 関 す る こ と 。   

７  （ 略 ）  ６  （ 略 ）  

第 八 条  戦 略 企 画 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  第 八 条  戦 略 企 画 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

 二  秘 書 課  

二 ・ 三  （ 略 ）  三 ・ 四  （ 略 ）  

四  人 口 減 少 対 策 課   

五 ～ 七  （ 略 ）  五 ～ 七  （ 略 ）  
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２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 ３  秘 書 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  知 事 及 び 副 知 事 の 秘 書 に 関 す る こ と 。  

 二  行 幸 啓 等 皇 室 に 関 す る こ と 。  

 三  儀 式 及 び 典 礼 に 関 す る こ と 。  

３  企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ４  企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  総 合 計 画 の 進 行 管 理 に 関 す る こ と 。  

 

三  「 み え 県 民 力 ビ ジ ョ ン 」 の 進 行 管 理 に 関 す る

こ と 。  

四  ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト に 関 す る こ

と 。  

 

４  （ 略 ）  ５  （ 略 ）  

５  人 口 減 少 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 人 口 減 少 対 策 の

推 進 に 関 す る こ と と す る 。  

 

６ ～ ８  （ 略 ）  ６ ～ ８  （ 略 ）  

第 八 条 の 二  総 務 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  第 八 条 の 二  総 務 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  秘 書 課   

三 ～ 十 一  （ 略 ）  二 ～ 十  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  秘 書 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。   

一  知 事 及 び 副 知 事 の 秘 書 に 関 す る こ と 。   

二  行 幸 啓 等 皇 室 に 関 す る こ と 。   

三  儀 式 及 び 典 礼 に 関 す る こ と 。   

４  行 財 政 改 革 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

３  行 財 政 改 革 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

 六  職 員 の 時 間 外 勤 務 の 縮 減 に 関 す る こ と 。  

六 ～ 十  （ 略 ）  七 ～ 十 一  （ 略 ）  

５ ～ 1
2  （ 略 ）  ４ ～ 1
1  （ 略 ）  

第 九 条  医 療 保 健 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  第 九 条  医 療 保 健 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 等 を 置 く 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  ワ ク チ ン ・ 物 資 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム   

七 ～ 十 四  （ 略 ）  六 ～ 十 三  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  医 療 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ３  医 療 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 三 十 四  （ 略 ）  一 ～ 三 十 四  （ 略 ）  

三 十 五  が ん 対 策 基 本 法 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 九 十

八 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

三 十 六  が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二

十 五 年 法 律 第 百 十 一 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

三 十 七  健 康 寿 命 の 延 伸 等 を 図 る た め の 脳 卒 中 、

心 臓 病 そ の 他 の 循 環 器 病 に 係 る 対 策 に 関 す る 基

本 法 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 百 五 号 ） の 施 行 に 関 す

る こ と 。  

 

４ ・ ５  （ 略 ）  ４ ・ ５  （ 略 ）  

６  感 染 症 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

６  感 染 症 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成  
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二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  
７  ワ ク チ ン ・ 物 資 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 分 掌

事 務 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る ワ ク チ

ン の 接 種 及 び 医 療 機 関 等 へ の 物 資 の 支 援 に 関 す る

こ と と す る 。  

 

８ ～ 1
5  （ 略 ）  ７ ～ 1
4  （ 略 ）  

第 九 条 の 二  （ 略 ）  第 九 条 の 二  （ 略 ）  

２ ～ ６  （ 略 ）  ２ ～ ６  （ 略 ）  

７  障 が い 福 祉 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

７  障 が い 福 祉 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

 三  障 が い 者 ス ポ ー ツ の 普 及 に 関 す る こ と 。  三  障 が い 者 ス ポ ー ツ の 普 及 に 関 す る こ と （ 第 二

十 一 回 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 （ 以 下 「 三 重 と

こ わ か 大 会 」 と い う 。 ） の 開 催 準 備 に 関 す る こ

と を 除 く 。 ） 。  

四 ～ 二 十 一  （ 略 ）  四 ～ 二 十 一  （ 略 ）  

二 十 二  医 療 的 ケ ア 児 及 び そ の 家 族 に 対 す る 支 援

に 関 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 八 十 一 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と （ 教 育 委 員 会 の 所 管 に 属 す る も

の を 除 く 。 ） 。  

 

第 十 条  （ 略 ）  第 十 条  （ 略 ）  

２ ～ 1
0  （ 略 ）  ２ ～ 1
0  （ 略 ）  

1
1  廃 棄 物 ・  リ サ イ ク ル 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と

お り と す る 。  

1
1  廃 棄 物 ・  リ サ イ ク ル 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と

お り と す る 。  

一 ～ 二 十 五  （ 略 ）  一 ～ 二 十 五  （ 略 ）  

二 十 六  プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資 源 循 環 の 促 進 等 に

関 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 号 ） の 施 行 に

関 す る こ と 。  

 

二 十 七  盗 難 自 動 車 の 解 体 及 び 輸 出 の 防 止 等 に 関

す る 条 例 （ 令 和 三 年 条 例 第 二 十 四 号 ） の 施 行 に

関 す る こ と 。  

 

1
2
・ 1
3  （ 略 ）  1
2
・ 1
3  （ 略 ）  

第 十 一 条  地 域 連 携 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  第 十 一 条  地 域 連 携 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  地 域 づ く り 推 進 課  四  地 域 支 援 課  

五  移 住 促 進 課   

六  （ 略 ）  五  （ 略 ）  

２  ス ポ ー ツ 推 進 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  ２  国 体 ・ 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 に 、 次 に 掲 げ

る 課 を 置 く 。  

 一  総 務 企 画 課  

  二  競 技 ・ 式 典 課  

 三  運 営 調 整 課  

 四  全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 課  

一 ・ 二  （ 略 ）  五 ・ 六  （ 略 ）  

３ ～ ６  （ 略 ）  ３ ～ ６  （ 略 ）  

７  地 域 づ く り 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

７  地 域 支 援 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  市 町 等 と の 連 携 に よ る 地 域 づ く り に 関 す る こ

と 。  

一  市 町 等 と の 連 携 に よ る 地 域 づ く り の 支 援 に 関

す る こ と 。  
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二  市 町 の 合 併 に 関 す る こ と 。  二  県 内 へ の 移 住 の 促 進 に 関 す る こ と 。  

三  市 町 の 広 域 行 政 に 関 す る こ と 。   
四  市 町 へ の 権 限 移 譲 に 関 す る こ と 。   

８  移 住 促 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 県 内 へ の 移 住 の 促 進

に 関 す る こ と と す る 。  

 

９  市 町 行 財 政 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

８  市 町 行 財 政 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 十  （ 略 ）  一 ～ 十  （ 略 ）  

 十 一  市 町 の 合 併 に 関 す る こ と 。  

 十 二  市 町 の 広 域 行 政 に 関 す る こ と 。  

 十 三  市 町 へ の 権 限 移 譲 に 関 す る こ と 。  

十 一 ～ 十 三  （ 略 ）  十 四 ～ 十 六  （ 略 ）  

 ９  総 務 企 画 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  ス ポ ー ツ の 推 進 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ

と 。  

 二  三 重 県 ス ポ ー ツ 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重

県 条 例 第 九 十 五 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 三  三 重 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 に 関 す る こ と 。  

 四  第 七 十 六 回 国 民 体 育 大 会 （ 以 下 「 三 重 と こ わ

か 国 体 」 と い う 。 ） 及 び 三 重 と こ わ か 大 会 の 開

催 準 備 の 総 合 的 な 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。  

 五  三 重 と こ わ か 国 体 及 び 三 重 と こ わ か 大 会 の 広

報 及 び 県 民 運 動 、 募 金 ・ 企 業 協 賛 に 関 す る こ

と 。  

 1
0  競 技 ・ 式 典 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 一  三 重 と こ わ か 国 体 の 競 技 会 等 の 運 営 に 関 す る

こ と 。  

 二  三 重 と こ わ か 国 体 及 び 三 重 と こ わ か 大 会 の 式

典 に 関 す る こ と 。  

 1
1  運 営 調 整 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

 一  三 重 と こ わ か 国 体 の 競 技 施 設 に 関 す る こ と 。  

 二  三 重 と こ わ か 国 体 及 び 三 重 と こ わ か 大 会 の 開

会 式 及 び 閉 会 式 の 会 場 に 関 す る こ と 。  

 三  三 重 と こ わ か 国 体 及 び 三 重 と こ わ か 大 会 の 輸

送 、 交 通 、 宿 泊 、 医 事 、 衛 生 、 警 備 及 び 消 防 に

関 す る こ と 。  

 1
2  全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 課 の 分 掌 事 務 は 、 次

の と お り と す る 。  

 一  三 重 と こ わ か 大 会 の 競 技 会 等 の 運 営 に 関 す る

こ と 。  

 二  三 重 と こ わ か 大 会 の 競 技 施 設 に 関 す る こ と 。  

1
0  ス ポ ー ツ 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

1
3  ス ポ ー ツ 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

一  ス ポ ー ツ の 推 進 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ

と 。  

 

二  三 重 県 ス ポ ー ツ 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重

県 条 例 第 九 十 五 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

三 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  
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六  三 重 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 に 関 す る こ と 。   

七  （ 略 ）  四  （ 略 ）  
1
1 ～ 1
3  （ 略 ）  1
4 ～ 1
6  （ 略 ）  

第 十 二 条  （ 略 ）  第 十 二 条  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

６  担 い 手 支 援 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

６  担 い 手 支 援 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 八  （ 略 ）  一 ～ 八  （ 略 ）  

 九  農 業 経 営 の 資 金 の 融 資 及 び 相 談 に 関 す る こ

と 。  

九 ～ 二 十  （ 略 ）  十 ～ 二 十 一  （ 略 ）  

７  農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。  

７  農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。  

一 ～ 十 四  （ 略 ）  一 ～ 十 四  （ 略 ）  

十 五  肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  

 

十 六  農 薬 取 締 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 八 十 二

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

十 七  植 物 防 疫 に 関 す る こ と 。   

十 八  病 害 虫 防 除 所 に 関 す る こ と 。   

十 九  農 業 の 有 す る 多 面 的 機 能 の 発 揮 の 促 進 に 関

す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 七 十 八 号 ） の 施

行 に 関 す る こ と （ 環 境 保 全 型 農 業 直 接 支 払 交 付

金 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

 

二 十  Ｇ Ａ Ｐ （ 農 業 生 産 工 程 管 理 ） に 関 す る こ

と 。  

 

二 十 一  農 産 物 等 の 有 害 物 質 に 関 す る こ と 。   

二 十 二  農 業 経 営 の 資 金 の 融 資 及 び 相 談 に 関 す る

こ と 。  

 

８  農 産 園 芸 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ８  農 産 園 芸 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 八  （ 略 ）  一 ～ 八  （ 略 ）  

九  伊 勢 茶 の 振 興 に 関 す る こ と 。  九  Ｇ Ａ Ｐ （ 農 業 生 産 工 程 管 理 ） に 関 す る こ と 。  

 十  植 物 防 疫 に 関 す る こ と 。  

 十 一  農 産 物 等 の 有 害 物 質 に 関 す る こ と 。  

 十 二  病 害 虫 防 除 所 に 関 す る こ と 。  

十 ～ 十 三  （ 略 ）  十 三 ～ 十 六  （ 略 ）  

 十 七  お 茶 の 振 興 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法

律 第 二 十 一 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

十 四  （ 略 ）  十 八  （ 略 ）  

 十 九  肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  

十 五 ・ 十 六  （ 略 ）  二 十 ・ 二 十 一  （ 略 ）  

十 七  お 茶 の 振 興 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法

律 第 二 十 一 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

二 十 二  農 薬 取 締 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 八 十 二

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 二 十 三  農 業 の 有 す る 多 面 的 機 能 の 発 揮 の 促 進 に

関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 七 十 八 号 ） の

施 行 に 関 す る こ と （ 環 境 保 全 型 農 業 直 接 支 払 交

付 金 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  
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９  畜 産 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ９  畜 産 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 六  （ 略 ）  一 ～ 十 六  （ 略 ）  
十 七  畜 舎 等 の 建 築 等 及 び 利 用 の 特 例 に 関 す る 法

律 （ 令 和 三 年 法 律 第 三 十 四 号 ） の 施 行 に 関 す る

こ と 。  

 

1
0
～ 2
0  （ 略 ）  1
0
～ 2
0  （ 略 ）  

第 十 三 条  雇 用 経 済 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  第 十 三 条  雇 用 経 済 部 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  県 産 品 振 興 課  四  三 重 県 営 業 本 部 担 当 課  

五  新 産 業 振 興 課  五  も の づ く り 産 業 振 興 課  

六 ・ 七  （ 略 ）  六 ・ 七  （ 略 ）  

２  観 光 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  ２  観 光 局 に 、 次 に 掲 げ る 課 を 置 く 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  観 光 資 源 課  二  観 光 魅 力 創 造 課  

三  観 光 誘 客 推 進 課   

四  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

５  雇 用 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ５  雇 用 対 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 二 十 一  （ 略 ）  一 ～ 二 十 一  （ 略 ）  

二 十 二  労 働 者 協 同 組 合 法 （ 令 和 二 年 法 律 第 七 十

八 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

６  県 産 品 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

６  三 重 県 営 業 本 部 担 当 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お

り と す る 。  

一  県 の 魅 力 発 信 に 関 す る こ と 。  一  三 重 県 営 業 本 部 に 関 す る こ と 。  

二  （ 略 ）  二  （ 略 ）  

 三  農 商 工 等 の 連 携 促 進 に 関 す る こ と 。  

三 ・ 四  （ 略 ）  四 ・ 五  （ 略 ）  

 六  中 小 企 業 に よ る 地 域 産 業 資 源 を 活 用 し た 事 業

活 動 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 三

十 九 号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

五  食 の 産 業 振 興 に 関 す る こ と 。   

７  新 産 業 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

７  も の づ く り 産 業 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お

り と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  成 長 産 業 の 振 興 に 関 す る こ と 。   

三 ～ 十 二  （ 略 ）  二 ～ 十 一  （ 略 ）  

 十 二  鉱 業 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 八 十 九

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

８  中 小 企 業 ・ サ ー ビ ス 産 業 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、

次 の と お り と す る 。  

８  中 小 企 業 ・ サ ー ビ ス 産 業 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、

次 の と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

 五  食 の 産 業 振 興 に 関 す る こ と 。  

五 ～ 二 十  （ 略 ）  六 ～ 二 十 一  （ 略 ）  

二 十 一  鉱 業 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 八 十 九

号 ） の 施 行 に 関 す る こ と 。  

 

９  （ 略 ）  ９  （ 略 ）  

1
0  観 光 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

1
0  観 光 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  観 光 マ ー ケ テ ィ ン グ に 関 す る こ と 。   
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四 ～ 六  （ 略 ）  三 ～ 五  （ 略 ）  

1
1  観 光 資 源 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

1
1  観 光 魅 力 創 造 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  
一  観 光 コ ン テ ン ツ の 創 出 及 び 磨 き 上 げ に 関 す る

こ と 。  

一  国 内 か ら の 誘 客 に 関 す る こ と 。  

二  （ 略 ）  二  （ 略 ）  

1
2  観 光 誘 客 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

 

 一  国 内 か ら の 誘 客 に 関 す る こ と 。   

 二  観 光 産 業 の 支 援 に 関 す る こ と 。   

1
3  （ 略 ）  1
2  （ 略 ）  

第 十 四 条  （ 略 ）  第 十 四 条  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

６  技 術 管 理 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ６  技 術 管 理 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  公 共 工 事 に 係 る 生 産 性 向 上 対 策 及 び 建 設 副 産

物 対 策 に 関 す る こ と 。  

六  公 共 工 事 に 係 る コ ス ト 縮 減 対 策 及 び 建 設 副 産

物 対 策 に 関 す る こ と 。  

七 ・ 八  （ 略 ）  七 ・ 八  （ 略 ）  

７ ～ 1
5  （ 略 ）  ７ ～ 1
5  （ 略 ）  

1
6  都 市 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

1
6  都 市 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  街 路 事 業 、 公 園 事 業 及 び 市 街 地 整 備 事 業 に 関

す る こ と 。  

二  街 路 事 業 、 公 園 事 業 、 市 街 地 整 備 事 業 及 び 都

市 再 生 整 備 計 画 事 業 に 関 す る こ と 。  

三 ～ 十 五  （ 略 ）  三 ～ 十 五  （ 略 ）  

1
7
・ 1
8  （ 略 ）  1
7
・ 1
8  （ 略 ）  

1
9  建 築 開 発 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

1
9  建 築 開 発 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 二 十 七  （ 略 ）  一 ～ 二 十 七  （ 略 ）  

二 十 八  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る

こ と （ 容 積 率 の 特 例 許 可 に 係 る も の に 限

る 。 ） 。  

 

2
0  住 宅 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

2
0  住 宅 政 策 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 十 八  （ 略 ）  一 ～ 十 八  （ 略 ）  

十 九  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律  

の 施 行 に 関 す る こ と （ 容 積 率 の 特 例 許 可 に 係 る

も の を 除 く 。 ） 。  

十 九  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七 号 ） の 施 行 に 関 す る こ

と 。  

二 十 ～ 二 十 二  （ 略 ）  二 十 ～ 二 十 二  （ 略 ）  

2
1 ・ 2
2  （ 略 ）  2
1 ・ 2
2  （ 略 ）  

第 十 四 条 の 二  デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 に 、 次 に 掲 げ る

課 を 置 く 。  

第 十 四 条 の 二  デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 に 、 次 に 掲 げ る

課 を 置 く 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  デ ジ タ ル 改 革 推 進 課  二  ス マ ー ト 改 革 推 進 課  

三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  デ ジ タ ル 改 革 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。  

３  ス マ ー ト 改 革 推 進 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。  

一  デ ジ タ ル 改 革 の 推 進 に 関 す る こ と 。  一  ス マ ー ト 改 革 の 推 進 に 関 す る こ と 。  
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二 ～ 四  （ 略 ）  二 ～ 四  （ 略 ）  

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

 （ 職 制 ）   （ 職 制 ）  

第 十 九 条  （ 略 ）  第 十 九 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 特 定 の 事 務 を 処 理

す る た め に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を そ れ ぞ れ

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 組 織 に 置 き 、 そ の 職 の 職 務 は

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 特 定 の 事 務 を 処 理

す る た め に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を そ れ ぞ れ

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 組 織 に 置 き 、 そ の 職 の 職 務 は

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。  

 職  組 織  職 務    職  組 織  職 務   

 ひ と づ く り 政

策 総 括 監  

戦 略 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て 人 づ く り

施 策 （ 職 員 に 係 る も の を 除

く 。 ） に 係 る 総 合 調 整 に 関

す る 事 務 を 処 理 す る 。  

  ひ と づ く り 政

策 総 括 監  

戦 略 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て 人 づ く り

施 策 （ 職 員 に 係 る も の を 除

く 。 ） に 係 る 総 合 調 整 に 関

す る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 ゼ ロ エ ミ ッ シ

ョ ン プ ロ ジ ェ

ク ト 総 括 監  

戦 略 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て ゼ ロ エ ミ

ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト に 係

る 総 合 調 整 に 関 す る 事 務 を

処 理 す る 。  

      

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 ゼ ロ エ ミ ッ シ

ョ ン プ ロ ジ ェ

ク ト 推 進 監  

戦 略 企 画 部  上 司 の 命 を 受 け て ゼ ロ エ ミ

ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト に 関

す る 事 務 を 処 理 す る 。  

  危 機 管 理 特 命

監  
防 災 対 策 部  上 司 の 命 を 受 け て 特 定 の 危

機 管 理 事 案 へ の 対 応 に 関 す

る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 消 費 生 活 監  環 境 生 活 部  上 司 の 命 を 受 け て 消 費 者 施

策 の 調 整 に 関 す る 事 務 を 処

理 す る 。  

  消 費 生 活 監  環 境 生 活 部  上 司 の 命 を 受 け て 消 費 者 施

策 の 調 整 に 関 す る 事 務 を 処

理 す る 。  

 

      移 住 促 進 監  地 域 連 携 部  上 司 の 命 を 受 け て 移 住 の 促

進 に 関 す る 事 務 を 処 理 す

る 。  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

（ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 二 十 六 条  （ 略 ）  第 二 十 六 条  （ 略 ）  

２  地 域 調 整 防 災 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

２  地 域 調 整 防 災 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）   一 ～ 三  （ 略 ）   

四  市 町 等 と の 連 携 に よ る 地 域 づ く り に 関 す る こ

と 。  

四  市 町 等 と の 連 携 に よ る 地 域 づ く り の 支 援 に 関

す る こ と 。  

五  （ 略 ）  五  （ 略 ）  

六  過 疎 地 域 対 策 に 関 す る こ と （ 津 地 域 防 災 総 合

事 務 所 、 松 阪 地 域 防 災 総 合 事 務 所 及 び 伊 賀 地 域

防 災 総 合 事 務 所 に 限 る 。 ） 。  

六  過 疎 地 域 対 策 に 関 す る こ と （ 津 地 域 防 災 総 合

事 務 所 及 び 松 阪 地 域 防 災 総 合 事 務 所 に 限

る 。 ） 。  

七 ～ 二 十 三  （ 略 ）  七 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

二 十 四  地 域 防 災 総 合 事 務 所 、 県 税 事 務 所 、 保 健

所 、 福 祉 事 務 所 、 農 林 水 産 事 務 所 等 、 建 設 事 務

所 及 び 流 域 下 水 道 事 務 所 の 経 理 及 び 物 品 の 管 理

に 関 す る こ と （ 選 挙 管 理 委 員 会 に 係 る も の を 含

み 、 本 庁 及 び 他 の 地 域 機 関 の 所 管 に 属 す る も の

を 除 く 。 ） 。  

二 十 四  地 域 防 災 総 合 事 務 所 、 県 税 事 務 所 、 自 動

車 税 事 務 所 、 保 健 所 、 福 祉 事 務 所 、 農 林 水 産 事

務 所 等 、 建 設 事 務 所 及 び 流 域 下 水 道 事 務 所 の 経

理 及 び 物 品 の 管 理 に 関 す る こ と （ 選 挙 管 理 委 員

会 に 係 る も の を 含 み 、 本 庁 及 び 他 の 地 域 機 関 の

所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  
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二 十 五 ～ 三 十 三  （ 略 ）  二 十 五 ～ 三 十 三  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  
（ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 三 十 二 条 の 二  （ 略 ）  第 三 十 二 条 の 二  （ 略 ）  

２  地 域 活 性 化 防 災 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

２  地 域 活 性 化 防 災 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  市 町 等 と の 連 携 に よ る 地 域 づ く り に 関 す る こ

と 。  

六  市 町 等 と の 連 携 に よ る 地 域 づ く り の 支 援 に 関

す る こ と 。  

七 ～ 三 十 六  （ 略 ）  七 ～ 三 十 六  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 三 十 八 条 の 二  （ 略 ）  第 三 十 八 条 の 二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  農 政 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ３  農 政 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  関 係 団 体 の 指 導 及 び 支 援 に 関 す る こ と （ 農 業

に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

一  関 係 団 体 の 検 査 及 び 指 導 並 び に 支 援 に 関 す る

こ と （ 農 業 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

二 ～ 四 十 四  （ 略 ）  二 ～ 四 十 四  （ 略 ）  

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

５  農 政 ・ 農 村 基 盤 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

５  農 政 ・ 農 村 基 盤 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と

す る 。  

一  関 係 団 体 の 指 導 及 び 支 援 に 関 す る こ と （ 農 業

に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

一  関 係 団 体 の 検 査 及 び 指 導 並 び に 支 援 に 関 す る

こ と （ 農 業 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

二 ～ 六 十 一  （ 略 ）  二 ～ 六 十 一  （ 略 ）  

６ ・ ７  （ 略 ）  ６ ・ ７  （ 略 ）  

８  森 林 ・ 林 業 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

８  森 林 ・ 林 業 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一  関 係 団 体 の 指 導 及 び 支 援 に 関 す る こ と （ 林 業

に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

一  関 係 団 体 の 検 査 及 び 指 導 並 び に 支 援 に 関 す る

こ と （ 林 業 に 係 る も の に 限 る 。 ） 。  

二 ～ 十 七  （ 略 ）  二 ～ 十 七  （ 略 ）  

十 八  山 地 災 害 危 険 地 区 に 関 す る こ と 。  十 八  山 地 災 害 危 険 地 に 関 す る こ と 。  

十 九 ～ 二 十 四  （ 略 ）  十 九 ～ 二 十 四  （ 略 ）  

二 十 五  森 林 文 化 及 び 森 林 教 育 に 関 す る こ と 。  二 十 五  森 林 文 化 及 び 森 林 環 境 教 育 に 関 す る こ

と 。  

二 十 六 ～ 三 十 三  （ 略 ）  二 十 六 ～ 三 十 三  （ 略 ）  

９ ～ 1
3  （ 略 ）  ９ ～ 1
3  （ 略 ）  

（ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 室 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 四 十 一 条 の 三  （ 略 ）  第 四 十 一 条 の 三  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

６  事 業 推 進 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ６  事 業 推 進 室 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

 五  直 轄 道 路 事 業 と の 調 整 に 関 す る こ と （ 尾 鷲 建

設 事 務 所 及 び 熊 野 建 設 事 務 所 に 限 る 。 ） 。  

五 ～ 七  （ 略 ）  六 ～ 八  （ 略 ）  

７ ～ 1
0  （ 略 ）  ７ ～ 1
0  （ 略 ）  

（ 部 及 び 室 の 設 置 並 び に 分 掌 事 務 ）  （ 部 及 び 室 の 設 置 並 び に 分 掌 事 務 ）  

第 八 十 六 条  （ 略 ）  第 八 十 六 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  医 療 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ３  医 療 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 十 二  （ 略 ）  一 ～ 十 二  （ 略 ）  
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 十 三  デ イ ケ ア 及 び シ ョ ー ト ケ ア に 関 す る こ と 。  

４  看 護 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  ４  看 護 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  
一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

七  在 宅 の 重 度 心 身 障 が い 児 （ 者 ） の 療 育 に 関 す

る こ と 。  

 

５  発 達 総 合 支 援 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

５  発 達 総 合 支 援 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  子 ど も の 発 達 総 合 支 援 に 係 る 市 町 へ の 支 援 に

関 す る こ と 。  

 

四 ～ 八  （ 略 ）  三 ～ 七  （ 略 ）  

九  デ イ ケ ア 及 び シ ョ ー ト ケ ア に 関 す る こ と 。   

十  （ 略 ）  八  （ 略 ）  

 九  子 ど も の 発 達 総 合 支 援 に 係 る 市 町 へ の 支 援 に

関 す る こ と 。  

 十  在 宅 の 重 度 心 身 障 が い 児 （ 者 ） の 療 育 に 関 す

る こ と 。  

十 一  （ 略 ）  十 一  （ 略 ）  

６  子 ど も 心 身 発 達 医 療 セ ン タ ー に 医 療 安 全 管 理 室

を 置 き 、 そ の 分 掌 事 務 は 、 医 療 安 全 及 び 感 染 管 理

に 関 す る こ と と す る 。  

６  子 ど も 心 身 発 達 医 療 セ ン タ ー に 医 療 安 全 管 理 室

を 置 き 、 そ の 分 掌 事 務 は 、 医 療 安 全 に 関 す る こ と

と す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 三 重 県 公 印 規 則 の 一 部 改 正 ）  

２  三 重 県 公 印 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 規 則 第 五 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 公 印 の 種 類 ）  （ 公 印 の 種 類 ）  

第 二 条  公 印 の 種 類 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と

す る 。  

第 二 条  公 印 の 種 類 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と

す る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  一 ～ 九  （ 略 ）  

十  地 域 連 携 部 ス ポ ー ツ 推 進 局 長 印  十  地 域 連 携 部 国 体 ・ 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局

長 印  

十 一 ～ 二 十 四  （ 略 ）  十 一 ～ 二 十 四  （ 略 ）  

別 表 地 域 連 携 部 国 体 ・ 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 長 印 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

地 域 連

携 部 ス

ポ ー ツ

推 進 局

長 印  

方 二 三  

三
重

県
地

 

域
連

携
部

 

ス
ポ

ー
ツ

 

推
進

局
長

印
 

 

て ん 書  木  公 文 書 用  地 域 連 携 部  

 

（ 三 重 県 予 算 調 製 及 び 執 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

３  三 重 県 予 算 調 製 及 び 執 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 準 用 ）  （ 準 用 ）  

第 十 九 条  廃 棄 物 対 策 局 長 、 ス ポ ー ツ 推 進 局 長 、 南

部 地 域 活 性 化 局 長 及 び 観 光 局 長 が 掌 理 す る 特 定 の  

第 十 九 条  廃 棄 物 対 策 局 長 、 国 体 ・ 全 国 障 害 者 ス ポ

ー ツ 大 会 局 長 、 南 部 地 域 活 性 化 局 長 及 び 観 光 局 長  
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事 務 に 係 る 予 算 の 執 行 に つ い て は 、 第 四 条 及 び 第

十 二 条 か ら 第 十 六 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 第 四 条 及 び 第 十 二 条 か ら 第 十 六 条

ま で の 規 定 中 「 主 務 部 長 」 と あ る の は 「 廃 棄 物 対

策 局 長 、 ス ポ ー ツ 推 進 局 長 、 南 部 地 域 活 性 化 局 長

及 び 観 光 局 長 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

が 掌 理 す る 特 定 の 事 務 に 係 る 予 算 の 執 行 に つ い て

は 、 第 四 条 及 び 第 十 二 条 か ら 第 十 六 条 ま で の 規 定

を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 条 及 び 第 十

二 条 か ら 第 十 六 条 ま で の 規 定 中 「 主 務 部 長 」 と あ

る の は 「 廃 棄 物 対 策 局 長 、 国 体 ・ 全 国 障 害 者 ス ポ

ー ツ 大 会 局 長 、 南 部 地 域 活 性 化 局 長 及 び 観 光 局

長 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 三 重 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

４  三 重 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 七 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 保 管 工 作 物 等 の 掲 示 場 所 ）  （ 保 管 工 作 物 等 の 掲 示 場 所 ）  

第 六 条  条 例 第 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 規 則 で 定

め る 場 所 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 都 市 公 園 ご と に そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 建 設 事 務 所 及 び 課 の 掲 示

場 と す る 。  

第 六 条  条 例 第 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 規 則 で 定

め る 場 所 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 都 市 公 園 ご と に そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 建 設 事 務 所 及 び 課 の 掲 示

場 と す る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

七  五 十 鈴 公 園  三 重 県 地 域 連 携 部 ス ポ ー ツ 推 進

局 ス ポ ー ツ 推 進 課  

七  五 十 鈴 公 園  三 重 県 地 域 連 携 部 国 体 ・ 全 国 障

害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 ス ポ ー ツ 推 進 課  

 

 

人 事 委 規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

                          三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

     三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

 組 織  職  区 分    組 織  職  区 分   

 知 事

部 局  

本 庁  （ 略 ）  （ 略 ）    知 事

部 局  

本 庁  （ 略 ）  （ 略 ）   

     次 長 （ 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 次 長 級 の

職 で 、 職 の 区 分 が 四

種 と 定 め ら れ て い る

も の を 除 く 。 ）  

五 種        次 長 （ 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 次 長 級 の

職 で 、 職 の 区 分 が 四

種 と 定 め ら れ て い る

も の を 除 く 。 ）  

五 種   

    ひ と づ く り 政 策 総 括

監  

       ひ と づ く り 政 策 総 括

監  

   

       ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン プ

ロ ジ ェ ク ト 総 括 監  

            

       コ ン プ ラ イ ア ン ス 総

括 監  

          コ ン プ ラ イ ア ン ス 総

括 監  

   

       医 療 政 策 総 括 監            医 療 政 策 総 括 監     

       へ き 地 医 療 総 括 監            へ き 地 医 療 総 括 監     

       首 都 圏 営 業 拠 点 運 営           首 都 圏 営 業 拠 点 運 営    
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総 括 監  総 括 監  

       太 平 洋 ・ 島 サ ミ ッ ト

推 進 総 括 監  

          太 平 洋 ・ 島 サ ミ ッ ト

推 進 総 括 監  

   

       工 事 検 査 総 括 監            工 事 検 査 総 括 監     

       参 事            参 事     

       （ 略 ）  （ 略 ）       （ 略 ）  （ 略 ）   

       課 長 （ 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 課 長 級 の

職 に あ つ て は 、 人 事

委 員 会 が 別 に 定 め る

も の に 限 り 、 任 用 規

則 別 表 に 規 定 す る 課

長 補 佐 級 の 職 に あ つ

て は 、 職 の 区 分 が 八

種 及 び 十 一 種 と 定 め

ら れ て い る も の を 除

く 。 ）  

十 種          課 長 （ 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 課 長 級 の

職 に あ つ て は 、 人 事

委 員 会 が 別 に 定 め る

も の に 限 り 、 任 用 規

則 別 表 に 規 定 す る 課

長 補 佐 級 の 職 に あ つ

て は 、 職 の 区 分 が 八

種 及 び 十 一 種 と 定 め

ら れ て い る も の を 除

く 。 ）  

十 種   

       担 当 課 長 （ 人 事 委 員

会 が 別 に 定 め る も の

に 限 る 。 ）  

          担 当 課 長 （ 人 事 委 員

会 が 別 に 定 め る も の

に 限 る 。 ）  

   

       検 査 監            検 査 監     

       コ ン ビ ナ ー ト 防 災 監            コ ン ビ ナ ー ト 防 災 監     

                  危 機 管 理 特 命 監     

       ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン プ

ロ ジ ェ ク ト 推 進 監  

            

       県 民 の 声 相 談 監            県 民 の 声 相 談 監     

       コ ン プ ラ イ ア ン ス ・

労 使 協 働 推 進 監  

          コ ン プ ラ イ ア ン ス ・

労 使 協 働 推 進 監  

   

       企 画 調 整 監            企 画 調 整 監     

       人 権 ・ 危 機 管 理 監            人 権 ・ 危 機 管 理 監     

       地 域 共 生 社 会 推 進 監            地 域 共 生 社 会 推 進 監     

       子 ど も 虐 待 対 策 ・ 里

親 制 度 推 進 監  

          子 ど も 虐 待 対 策 ・ 里

親 制 度 推 進 監  

   

       土 砂 対 策 監            土 砂 対 策 監     

       人 権 監            人 権 監     

       消 費 生 活 監            消 費 生 活 監     

                  移 住 促 進 監     

    農 林 水 産 政 策 ・ 輸 出

促 進 監  

       農 林 水 産 政 策 ・ 輸 出

促 進 監  

   

       障 が い 者 雇 用 推 進 監            障 が い 者 雇 用 推 進 監     

       太 平 洋 ・ 島 サ ミ ッ ト

推 進 監  

          太 平 洋 ・ 島 サ ミ ッ ト

推 進 監  

   

       緊 急 経 済 対 策 監            緊 急 経 済 対 策 監     

       Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 誘 致 推 進 監            Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 誘 致 推 進 監     

       建 設 企 画 監            建 設 企 画 監     

       水 災 害 対 策 監            水 災 害 対 策 監     

       建 築 審 査 監            建 築 審 査 監     

       会 計 支 援 監            会 計 支 援 監     

       （ 略 ）  （ 略 ）       （ 略 ）  （ 略 ）   
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                地 域
機 関  

（ 略 ） （ 略 ）  （ 略 ）     地 域
機 関  

（ 略 ） （ 略 ）  （ 略 ）   

  そ の
他  

（ 略 ）  （ 略 ）     そ の
他  

（ 略 ）  （ 略 ）   

  図 書 館 長  

美 術 館 長  

 

五 種  

（ 人 事 委 員 会

が 特 に 認 め る

場 合 に あ つ て

は 、 二 種 ）  

   図 書 館 長  

美 術 館 長  

子 ど も 心 身 発 達 医 療

セ ン タ ー 長  

五 種  

（ 人 事 委 員 会

が 特 に 認 め る

場 合 に あ つ て

は 、 二 種 ）  

 

  （ 略 ）  （ 略 ）     （ 略 ）  （ 略 ）   

  こ こ ろ の 健 康 セ ン タ

ー 所 長  

子 ど も 心 身 発 達 医 療

セ ン タ ー 長  
八 種  

（ 人 事 委 員 会

が 特 に 認 め る

場 合 に あ つ て

は 、 五 種 又 は

二 種 ）  

   こ こ ろ の 健 康 セ ン タ

ー 所 長  

八 種  

（ 人 事 委 員 会

が 特 に 認 め る

場 合 に あ つ て

は 、 五 種 又 は

二 種 ）  

 

  人 権 セ ン タ ー 所 長  

津 高 等 技 術 学 校 長  

 

障 害 者 相 談 支 援 セ ン

タ ー 所 長  

保 健 環 境 研 究 所 長  

林 業 研 究 所 長  

工 業 研 究 所 長  

農 業 研 究 所 長  

畜 産 研 究 所 長  

八 種  

（ 人 事 委 員 会

が 特 に 認 め る

場 合 に あ つ て

は 、 五 種 ）  

   人 権 セ ン タ ー 所 長  

津 高 等 技 術 学 校 長  

総 合 博 物 館 副 館 長  

障 害 者 相 談 支 援 セ ン

タ ー 所 長  

保 健 環 境 研 究 所 長  

林 業 研 究 所 長  

工 業 研 究 所 長  
農 業 研 究 所 長  

畜 産 研 究 所 長  

八 種  

（ 人 事 委 員 会

が 特 に 認 め る

場 合 に あ つ て

は 、 五 種 ）  

 

    水 産 研 究 所 長        水 産 研 究 所 長    

    （ 略 ）  （ 略 ）       （ 略 ）  （ 略 ）   

    地 域 機 関 の 長 （ 任 用

規 則 別 表 に 規 定 す る

課 長 級 の 職 に あ つ て

は 、 人 事 委 員 会 が 別

に 定 め る も の に 限

り 、 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 補 佐 級

の 職 に あ つ て は 、 職

の 区 分 が 十 一 種 と 定

め ら れ て い る も の を  

除 く 。 ）  

副 局 長  

副 所 長 （ 任 用 規 則 別

表 に 規 定 す る 課 長 級

の 職 で 、 職 の 区 分 が

十 一 種 と 定 め ら れ て

い る も の を 除 く 。 ）  

技 術 管 理 監  

精 度 管 理 監  

研 究 管 理 監  

林 業 人 材 育 成 推 進 監  

総 合 博 物 館 副 館 長  

子 ど も 心 身 発 達 医 療  

十 種       地 域 機 関 の 長 （ 任 用

規 則 別 表 に 規 定 す る

課 長 級 の 職 に あ つ て

は 、 人 事 委 員 会 が 別

に 定 め る も の に 限

り 、 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 補 佐 級

の 職 に あ つ て は 、 職

の 区 分 が 十 一 種 と 定

め ら れ て い る も の を  

除 く 。 ）  

副 局 長  

副 所 長 （ 任 用 規 則 別

表 に 規 定 す る 課 長 級

の 職 で 、 職 の 区 分 が

十 一 種 と 定 め ら れ て

い る も の を 除 く 。 ）  

技 術 管 理 監  

精 度 管 理 監  

研 究 管 理 監  

林 業 人 材 育 成 推 進 監  

 

子 ど も 心 身 発 達 医 療  

十 種   
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    セ ン タ ー の 副 セ ン タ

ー 長 、 管 理 部 長 、 医

療 部 長 、 看 護 部 長 及

び 発 達 総 合 支 援 部 長  

児 童 相 談 セ ン タ ー 室

長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 級 の 職

に あ る も の に 限

る 。 ）  

室 長 （ 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 課 長 級 の

職 で 、 職 の 区 分 が 十

一 種 と 定 め ら れ て い

る も の を 除 く 。 ）  

      セ ン タ ー の 副 セ ン タ

ー 長 、 管 理 部 長 、 医

療 部 長 、 看 護 部 長 及

び 発 達 総 合 支 援 部 長  

児 童 相 談 セ ン タ ー 室

長 （ 任 用 規 則 別 表 に

規 定 す る 課 長 級 の 職

に あ る も の に 限

る 。 ）  

室 長 （ 任 用 規 則 別 表

に 規 定 す る 課 長 級 の

職 で 、 職 の 区 分 が 十

一 種 と 定 め ら れ て い

る も の を 除 く 。 ）  

  

    （ 略 ）  （ 略 ）       （ 略 ）  （ 略 ）   

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 警 察  警 察 本 部  （ 略 ）  （ 略 ）    警 察  警 察 本 部  （ 略 ）  （ 略 ）   

       課 長 （ 職 の 区 分 が 七

種 と 定 め ら れ て い る

も の を 除 く 。 ）  

八 種          課 長 （ 職 の 区 分 が 七

種 と 定 め ら れ て い る

も の を 除 く 。 ）  

八 種   

    隊 長 （ 部 に 置 く も の

に 限 る 。 ）  

      隊 長 （ 部 に 置 く も の

に 限 る 。 ）  

  

    科 学 捜 査 研 究 所 長        科 学 捜 査 研 究 所 長    

    庶 務 担 当 課 の 次 長        庶 務 担 当 課 の 次 長    

       デ ジ タ ル 推 進 監           デ ジ タ ル 推 進 監    

    コ ン プ ラ イ ア ン ス 推

進 監  

         

    術 科 指 導 推 進 監           

    警 備 ・ 防 災 監           

       （ 略 ）  （ 略 ）       （ 略 ）  （ 略 ）   

       監 察 官  十 種  

（ 人 事 委 員 会

が 特 に 認 め る

場 合 に あ つ て

は 、 九 種 又 は

八 種 ）  

        監 察 官  十 種  

（ 人 事 委 員 会

が 特 に 認 め る

場 合 に あ つ て

は 、 八 種 ）  

 

    （ 略 ）  （ 略 ）       （ 略 ）  （ 略 ）   

   （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）     （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

  

   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 警 察 の 項 の 改 正 規 定 及 び 次 項 の 規 定 は 、 公

布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 後 の 別 表 第 一 警 察 の 項 の 規 定 は 、 令 和 四 年 三 月 二 十 八 日 か ら 適 用 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 五 （ 等 級 別 基 準 職 務 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

                          三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 五 （ 等 級 別 基 準 職 務 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  
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 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 五 （ 等 級 別 基 準 職 務 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別表（第二条関係） 別表（第二条関係） 

イ 行政職給料表 イ 行政職給料表 

 

組織 
職務の

級 

基準と

なる職

務 

職名 

  

組織 
職務の

級 

基準と

なる職

務 

職名 

 

 知事部

局、議

会事務

局、監

査委員

事 務

局、人

事委員

会事務

局、教

育委員

会事務

局、労

働委員

会事務

局、選

挙管理

委員会

事 務

局、海

区漁業

調整委

員会事

務局及

び内水

面漁場

管理委

員会事

務局 

（略） （略） （略）   知事部

局、議

会事務

局、監

査委員

事 務

局、人

事委員

会事務

局、教

育委員

会事務

局、労

働委員

会事務

局、選

挙管理

委員会

事 務

局、海

区漁業

調整委

員会事

務局及

び内水

面漁場

管理委

員会事

務局 

（略） （略） （略）  

 6 級 1 から

4 まで 

担当課長   6 級 1 から

4 まで 

担当課長  

   専門監    専門監  

     担当室長       担当室長  

     コンビナート防災監       コンビナート防災監  

            危機管理特命監  

   ゼロエミッションプロジェク

ト推進監 

      

     県民の声相談監       県民の声相談監  

     コンプライアンス・労使協働

推進監 

      コンプライアンス・労使協働

推進監 

 

     企画調整監       企画調整監  

   人権・危機管理監     人権・危機管理監  

   地域共生社会推進監     地域共生社会推進監  

   子ども虐待対策・里親制度推

進監 

    子ども虐待対策・里親制度推

進監 

 

   土砂対策監     土砂対策監  

   人権監     人権監  

   消費生活監     消費生活監  

        移住促進監  

   農林水産政策・輸出促進監     農林水産政策・輸出促進監  

   障がい者雇用推進監     障がい者雇用推進監  

   太平洋・島サミット推進監     太平洋・島サミット推進監  

   緊急経済対策監     緊急経済対策監  

   ＭＩＣＥ誘致推進監     ＭＩＣＥ誘致推進監  

   建設企画監     建設企画監  

   水災害対策監     水災害対策監  

   建築審査監     建築審査監  

   検査監     検査監  

   会計支援監     会計支援監  

   行政組織規則第 110 条第 1 項

の表の上欄に規定する副局長 

    行政組織規則第 110 条第 1 項

の表の上欄に規定する副局長 

 

   副校長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

    副校長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

 

   副館長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

    副館長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

 

   行政組織規則第 110 条第 1 項

の表の上欄に規定する部長 

    行政組織規則第 110 条第 1 項

の表の上欄に規定する部長 

 

   行政組織規則第 110 条第 1 項    行政組織規則第 110 条第 1 項 
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の表の上欄に規定する事務長 の表の上欄に規定する事務長 

   技術管理監     技術管理監  

   林業人材育成推進監     林業人材育成推進監  

   教授     教授  

   調整監     調整監  

   政策法務監     政策法務監  

   次長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

    次長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

 

   所長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

    所長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

 

   副所長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

    副所長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

 

   副センター長（任用規則別表

に規定する課長級の職にある

ものに限る。） 

    副センター長（任用規則別表

に規定する課長級の職にある

ものに限る。） 

 

   市町教育支援・人事監     市町教育支援・人事監  

   学校防災推進監     学校防災推進監  

   特別支援学校整備推進監     特別支援学校整備推進監  

   子ども安全対策監     子ども安全対策監  

   人権教育監     人権教育監  

   書記長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

    書記長（任用規則別表に規定

する課長級の職にあるものに

限る。） 

 

   室長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

    室長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

 

     局長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

      局長（任用規則別表に規定す

る課長級の職にあるものに限

る。） 

 

  （略） （略）    （略） （略）  

  7 級 1 及び

2 

危機管理地域統括監    7 級 1 及び

2 

危機管理地域統括監  

   ひとづくり政策総括監     ひとづくり政策総括監  

    ゼロエミッションプロジェク

ト総括監 

       

    コンプライアンス総括監      コンプライアンス総括監  

    首都圏営業拠点運営総括監      首都圏営業拠点運営総括監  

    太平洋・島サミット推進総括

監 

     太平洋・島サミット推進総括

監 

 

    工事検査総括監      工事検査総括監  

    行政組織規則第 19 条第 1 項

の表の上欄に規定する副局長

（任用規則別表に規定する次長

級の職にあるものに限る。） 

       

    副館長（任用規則別表に規定

する次長級の職にあるものに

限る。） 

     副館長（任用規則別表に規定

する次長級の職にあるものに

限る。） 

 

    次長（任用規則別表に規定す      次長（任用規則別表に規定す  
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る次長級の職にあるものに限

る。） 

る次長級の職にあるものに限

る。） 

    総括市町教育支援・人事監      総括市町教育支援・人事監  

    事務局長（任用規則別表に規

定する次長級の職にあるもの

に限る。） 

     事務局長（任用規則別表に規

定する次長級の職にあるもの

に限る。） 

 

   （略） （略）     （略） （略）  

  8 級 1 及び

2 

危機管理副統括監    8 級 1 及び

2 

危機管理副統括監  

   行政組織規則第 19 条第 1 項

の表の上欄に規定する副局長

（任用規則別表に規定する次

長級の職で、困難な業務を行

うものに限る。） 

    行政組織規則第 19 条第 1 項

の表の上欄に規定する副局長

（任用規則別表に規定する次

長級の職にあるものに限る。） 

 

    所長（任用規則別表に規定す

る次長級の職で、特に困難な

業務を行うものに限る。） 

     所長（任用規則別表に規定す

る次長級の職で、特に困難な

業務を行うものに限る。） 

 

    行政組織規則第 110 条第 1 項

の表の上欄に規定する局長

（特に困難な業務を行うもの

に限る。） 

     行政組織規則第 110 条第 1 項

の表の上欄に規定する局長

（特に困難な業務を行うもの

に限る。） 

 

    危機管理地域統括監（困難な

業務を行うものに限る。） 

     危機管理地域統括監（困難な

業務を行うものに限る。） 

 

    次長（任用規則別表に規定す

る次長級の職で、困難な業務

を行うものに限る。） 

     次長（任用規則別表に規定す

る次長級の職で、困難な業務

を行うものに限る。） 

 

    事務局長（任用規則別表に規

定する次長級の職で、困難な

業務を行うものに限る。） 

     事務局長（任用規則別表に規

定する次長級の職で、困難な

業務を行うものに限る。） 

 

    副教育長      副教育長  

   （略） （略） （略）     （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略）  

備考 （略） 備考 （略） 

ロ 公安職給料表 ロ 公安職給料表 

 

組織 
職務の

級 

基準と

なる職

務 

職名 

  

組織 
職務の

級 

基準と

なる職

務 

職名 

 

 警察 （略） （略） （略）   警察 （略） （略） （略）  

  7 級 1 隊長（相当困難な業務を行う

ものに限る。） 

   7 級 1 隊長（相当困難な業務を行う

ものに限る。） 

 

    所長      所長  

    次長（困難な業務を行うもの

に限る。） 

     次長（困難な業務を行うもの

に限る。） 

 

    副隊長（困難な業務を行うも

のに限る。） 

     副隊長（困難な業務を行うも

のに限る。） 

 

    副所長（困難な業務を行うも

のに限る。） 

     副所長（困難な業務を行うも

のに限る。） 

 

    副校長      副校長  

    デジタル推進監      デジタル推進監  

    コンプライアンス推進監        
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    術科指導推進監        

    警備・防災監        

   3 指導官      3 指導官   

          対策官   

    監察官       監察官   

    訟務官       訟務官   

    管理官       管理官   

    上席検視官       上席検視官   

    警務官（困難な業務を行うも

のに限る。）  

     警務官（困難な業務を行うも

のに限る。）  

 

    事件指導官（困難な業務を行

うものに限る。）  

     事件指導官（困難な業務を行

うものに限る。）  

 

    交通官（困難な業務を行うも

のに限る。）  

     交通官（困難な業務を行うも

のに限る。）  

 

    調整官       調整官   

    情報官       情報官   

    特別捜査指導官       特別捜査指導官   

    警衛警護官         

  （略） （略） （略）    （略） （略） （略）  

備考 （略） 備考 （略） 

ハ～へ （略） ハ～ヘ （略） 

   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 ロ の 表 の 改 正 規 定 及 び 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日

か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 後 の 別 表 ロ の 表 の 規 定 は 、 令 和 四 年 三 月 二 十 八 日 か ら 適 用 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 五 十 二 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 四 （ 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 四 （ 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 四 （ 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

本 庁  本 庁  

 機 関  職    機 関  職   

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 知 事 部 局  危 機 管 理 統 括 監  最 高 デ ジ タ ル 責 任 者  

部 長  デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 長  局 長  

理 事  参 事  副 部 長  副 局 長  危 機 管

理 副 統 括 監  危 機 管 理 地 域 統 括 監  副

最 高 デ ジ タ ル 責 任 者  次 長  担 当 次 長    

ひ と づ く り 政 策 総 括 監  ゼ ロ エ ミ ッ シ

ョ ン プ ロ ジ ェ ク ト 総 括 監  コ ン プ ラ イ

ア ン ス 総 括 監  医 療 政 策 総 括 監  へ き

地 医 療 総 括 監  首 都 圏 営 業 拠 点 運 営 総

括 監  太 平 洋 ・ 島 サ ミ ッ ト 推 進 総 括 監       

工 事 検 査 総 括 監  課 長  担 当 課 長  副  

  知 事 部 局  危 機 管 理 統 括 監  最 高 デ ジ タ ル 責 任 者  

部 長  デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 長  局 長  

理 事  参 事  副 部 長  副 局 長  危 機 管

理 副 統 括 監  危 機 管 理 地 域 統 括 監  副

最 高 デ ジ タ ル 責 任 者  次 長  担 当 次 長    

ひ と づ く り 政 策 総 括 監  コ ン プ ラ イ ア

ン ス 総 括 監  医 療 政 策 総 括 監  へ き 地

医 療 総 括 監  首 都 圏 営 業 拠 点 運 営 総 括

監  太 平 洋 ・ 島 サ ミ ッ ト 推 進 総 括 監   

工 事 検 査 総 括 監  課 長  担 当 課 長   

 副 課 長  副 参 事  専 門 監  コ ン ビ ナ  
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  課 長  副 参 事  専 門 監  コ ン ビ ナ ー ト

防 災 監  ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン プ ロ ジ ェ ク

ト 推 進 監  県 民 の 声 相 談 監  コ ン プ ラ

イ ア ン ス ・ 労 使 協 働 推 進 監  企 画 調 整

監  人 権 ・ 危 機 管 理 監  地 域 共 生 社 会

推 進 監  子 ど も 虐 待 対 策 ・ 里 親 制 度 推

進 監  土 砂 対 策 監  人 権 監  消 費 生 活

監  農 林 水 産 政 策 ・ 輸 出 促 進 監  障 が

い 者 雇 用 推 進 監  太 平 洋 ・ 島 サ ミ ッ ト

推 進 監 緊 急 経 済 対 策 監  Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 誘 致

推 進 監 建 設 企 画 監  水 災 害 対 策 監  建

築 審 査 監  検 査 監  部 又 は デ ジ タ ル 社

会 推 進 局 の 人 事 を 担 当 す る 班 長 、 主

幹 、 係 長 、 主 査 、 主 任 、 主 事 及 び 技 師  

総 務 部 総 務 課 班 長 、 主 幹 、 係 長 、 主

査 、 主 任 、 主 事 及 び 技 師 （ 組 織 担 当 の

も の に 限 る 。 ）  総 務 部 行 財 政 改 革 推

進 課 班 長 、 主 幹 、 係 長 、 主 査 、 主 任 、

主 事 及 び 技 師 （ 行 財 政 改 革 担 当 及 び 懲

戒 担 当 の も の に 限 る 。 ）  総 務 部 法

務 ・ 文 書 課 班 長 、 主 幹 、 係 長 、 主 査 、

主 任 、 主 事 及 び 技 師 （ 法 務 担 当 の も の

に 限 る 。 ）  総 務 部 人 事 課 班 長 、 主

幹 、 係 長 、 主 査 、 主 任 、 主 事 及 び 技 師

（ 人 事 担 当 、 給 与 制 度 担 当 及 び 人 材 活

用 担 当 の も の に 限 る 。 ）  総 務 部 秘 書

課 班 長 、 主 幹 、 係 長 、 主 査 、 主 任 、 主

事 及 び 技 師 （ 調 整 担 当 、 情 報 担 当 及 び

随 行 秘 書 担 当 の も の に 限 る 。 ）  総

務 部 財 政 課 班 長 、 主 幹 、 係 長 及 び 主 査

（ 予 算 担 当 の も の に 限 る 。 ）  総 務 部

税 務 企 画 課 班 長 、 主 幹 、 係 長 、 主 査 、

主 任 、 主 事 及 び 技 師 （ 人 事 担 当 の も の

に 限 る 。 ）  総 務 部 管 財 課 班 長 、 主

幹 、 係 長 又 は 主 査 （ 庁 舎 管 理 担 当 の も

の に 限 る 。 ）  

   ー ト 防 災 監  危 機 管 理 特 命 監  県 民 の

声 相 談 監  コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ 労 使 協

働 推 進 監  企 画 調 整 監  人 権 ・ 危 機 管

理 監  地 域 共 生 社 会 推 進 監  子 ど も 虐

待 対 策 ・ 里 親 制 度 推 進 監  土 砂 対 策 監   

人 権 監  消 費 生 活 監  移 住 促 進 監   

農 林 水 産 政 策 ・ 輸 出 促 進 監  障 が い

者 雇 用 推 進 監  太 平 洋 ・ 島 サ ミ ッ ト 推

進 監  緊 急 経 済 対 策 監  Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 誘 致

推 進 監  建 設 企 画 監  水 災 害 対 策 監  

建 築 審 査 監  検 査 監  部 又 は デ ジ タ ル

社 会 推 進 局 の 人 事 を 担 当 す る 班 長 、 主

幹 、 係 長 、 主 査 、 主 任 、 主 事 及 び 技 師   

戦 略 企 画 部 秘 書 課 班 長 、 主 幹 、 係 長 、

主 査 、 主 任 、 主 事 及 び 技 師 （ 調 整 担

当 、 情 報 担 当 及 び 随 行 秘 書 担 当 の も

の に 限 る 。 ）  総 務 部 総 務 課 班 長 、 主

幹 、 係 長 、 主 査 、 主 任 、 主 事 及 び 技 師

（ 組 織 担 当 の も の に 限 る 。 ）  総 務 部

行 財 政 改 革 推 進 課 班 長 、 主 幹 、 係 長 、

主 査 、 主 任 、 主 事 及 び 技 師 （ 行 財 政 改

革 担 当 及 び 懲 戒 担 当 の も の に 限 る 。 ）  
総 務 部 法 務 ・ 文 書 課 班 長 、 主 幹 、 係

長 、 主 査 、 主 任 、 主 事 及 び 技 師 （ 法 務

担 当 の も の に 限 る 。 ）  総 務 部 人 事 課

班 長 、 主 幹 、 係 長 、 主 査 、 主 任 、 主 事

及 び 技 師 （ 人 事 担 当 、 給 与 制 度 担 当 及

び 人 材 活 用 担 当 の も の に 限 る 。 ）  総

務 部 財 政 課 班 長 、 主 幹 、 係 長 及 び 主 査

（ 予 算 担 当 の も の に 限 る 。 ）  総 務 部

税 務 企 画 課 班 長 、 主 幹 、 係 長 、 主 査 、

主 任 、 主 事 及 び 技 師 （ 人 事 担 当 の も の

に 限 る 。 ）  総 務 部 管 財 課 班 長 、 主

幹 、 係 長 又 は 主 査 （ 庁 舎 管 理 担 当 の も

の に 限 る 。 ）  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

備 考  （ 略 ）  備 考  （ 略 ）  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 五 十 二 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 六 （ 四 日 市 港 管 理 組 合 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 六 （ 四 日 市 港 管 理 組 合 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る

規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 六 （ 四 日 市 港 管 理 組 合 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  
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 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  
別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  

 機 関  職    機 関  職   

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 管 理 者 の 事

務 部 局  

部 長  理 事  次 長  参 事  会 計 管 理 者  

 課 （ 室 ） 長  調 整 監  港 湾 施 設 管 理

監  副 参 事  検 査 監  総 務 課 で 人 事 、

給 与 制 度 、 予 算 及 び 庁 舎 管 理 を 担 当 す

る 副 課 長 並 び に 人 事 及 び 給 与 制 度 を 担

当 す る 主 査 、 主 任 及 び 主 事  

  管 理 者 の 事

務 部 局  

部 長  理 事  次 長  参 事  会 計 管 理 者   

課 （ 室 ） 長  調 整 監  副 参 事  検 査

監  総 務 課 で 人 事 、 給 与 制 度 、 予 算 及

び 庁 舎 管 理 を 担 当 す る 副 課 長 並 び に 人

事 及 び 給 与 制 度 を 担 当 す る 主 査 、 主 任

及 び 主 事  

 

備 考  （ 略 ）  備 考  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 二 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 組 織 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 県 立 病 院 の 分 掌 事 務 ）  （ 県 立 病 院 の 分 掌 事 務 ）  

第 六 条  （ 略 ）  第 六 条  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

６  こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー 地 域 生 活 支 援 部 の 分 掌

事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

６  こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー 地 域 生 活 支 援 部 の 分 掌

事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  社 会 福 祉 施 設 及 び 他 の 医 療 機 関 等 と の 連 絡 調

整 並 び に 医 療 社 会 福 祉 に 関 す る こ と 。  

三  社 会 福 祉 施 設 及 び 他 の 医 療 機 関 等 と の 連 絡 調

整 並 び に 医 療 社 会 福 祉 及 び 地 域 医 療 に 関 す る こ

と 。  

四  （ 略 ）  四  （ 略 ）  

７  県 立 病 院 看 護 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

７  県 立 病 院 看 護 部 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 ～ 七  （ 略 ）  一 ～ 七  （ 略 ）  

八  他 の 医 療 機 関 及 び 社 会 福 祉 施 設 等 と の 連 絡 調

整 並 び に 地 域 医 療 に 関 す る こ と 。 （ 他 部 の 所 管

に 属 す る も の を 除 く 。 ）  

 

九  （ 略 ）  八  （ 略 ）  

８ ～ 1
3  （ 略 ）  ８ ～ 1
3  （ 略 ）  

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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訓 令 

 

三重県訓令第 2号 

庁 中 一 般   

地 域 機 関   

三重県電子署名の実施に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和 4 年 3 月 29 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

三重県電子署名の実施に関する訓令の一部を改正する訓令 

三重県電子署名の実施に関する訓令（平成 15 年三重県訓令第 12 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

別表（第 4 条関係） 別表（第 4 条関係） 

 署名の種類 鍵情報等管理者   署名の種類 鍵情報等管理者  

 （略） （略）   （略） （略）  

 部局長の署名 （略） 

県土整備部県土整備総務課長 

デジタル社会推進局デジタル戦

略企画課長 

（略） 

  部局長の署名 （略） 

県土整備部県土整備総務課長 

 

 

（略） 

 

 （略） （略）   （略） （略）  

  

附 則 

 この訓令は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県訓令第 3号 

庁 中 一 般   

地 域 機 関   

 三重県公文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和 4 年 3 月 29 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

   三重県公文書管理規程の一部を改正する訓令 

 三重県公文書管理規程（令和 2 年三重県訓令第 6 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

別表第 2（第 18 条関係） 別表第 2（第 18 条関係） 

その 1 その 1 

 例示 発信者名   例示 発信者名  

 （略） （略）   （略） （略）  

 1  国の機関宛てのもの（大臣

又は大臣に準ずる者宛てのもの

を除く。）  

  1  国の機関宛てのもの（大臣

又は大臣に準ずる者宛てのもの

を除く。） 

 

 

 2  地方公共団体の機関宛ての

もの（当該地方公共団体の長又

は当該地方公共団体の議会の長

宛てのものを除く。） 

3  個人又は団体の長宛てのも

最高デジタル責任

者 

  2  地方公共団体の機関宛ての

もの（当該地方公共団体の長又

は当該地方公共団体の議会の長

宛てのものを除く。） 

3  個人又は団体の長宛てのも

最高デジタル責任

者 

 

部（局）長 

環境生活部廃棄物

対策局長 

部（局）長 

環境生活部廃棄物

対策局長 
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 の 地域連携部スポー

ツ推進局長 

 

地域連携部南部地

域活性化局長 

雇用経済部観光局

長 

医療保健部理事 

県土整備部理事 

  の 地域連携部国体・

全国障害者スポー

ツ大会局長 

地連携部南部地域

活性化局長 

雇用経済部観光局

長 

医療保健部理事 

県土整備部理事 

 

 4  最 高 デ ジ タ ル 責 任 者 、 部

（局）長並びに環境生活部廃棄

物対策局長、地域連携部スポー

ツ推進局長、地域連携部南部地

域活性化局長、雇用経済部観光

局長、医療保健部理事及び県土

整備部理事（以下「部（局）長

等」という。）宛てのもの 

  4  最 高 デ ジ タ ル 責 任 者 、 部

（局）長並びに環境生活部廃棄

物対策局長、地域連携部国体・

全国障害者スポーツ大会局長、

地域連携部南部地域活性化局

長、雇用経済部観光局長、医療

保健部理事及び県土整備部理事

（以下「部（局）長等」とい

う。）宛てのもの 

 

 5  本庁課の課長若しくはプロ

ジェクトチームの担当課長又は

地域機関の長宛てのもの 

  5  本庁課の課長若しくはプロ

ジェクトチームの担当課長又は

地域機関の長宛てのもの 

 

 6  その他部（局）長等名によ

ることを適当とするもの 

  6  その他部（局）長等名によ

ることを適当とするもの 

 

その 2 （略） その 2 （略） 

附  則 

 この訓令は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県訓令第 4号 

庁 中 一 般 

地 域 機 関 

 三重県職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定めます。 

  令和 4 年 3 月 29 日 

                        三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

三重県職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令 

三重県職員の被服等の貸与に関する訓令（昭和 53 年三重県訓令第 8 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

別表（第 2 条、第 3 条関係） 別表（第 2 条、第 3 条関係） 

 部 機関 職員 品目 数量 期間   部 機関 職員 品目 数量 期間  

 1  各

部 

各機関 (1) 災害対

策本部及

び地方災

害対策部

の業務に

従事する

職員のう

ち、災害

即応・連

携課長が

定める職

員 

防災服 

（上下） 

帽子 

ベルト 

Ｔ シ ャ

ツ 

保安靴 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

別 に

定 め

る。 

  1  各

部 

各機関 

 

(1) 災害対

策本部及

び地方災

害対策部

の業務に

従事する

職員のう

ち、災害

対策課長

が定める

職員 

防災服 

（上下） 

帽子 

ベルト 

Ｔ シ ャ

ツ 

保安靴 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

別 に

定 め

る。 

 

 (2)・(3) 

 （略） 

（略） （略） （略）   (2)・(3) 

 （略） 

（略） （略） （略）  

 2  防 

災 対

策部 

防災対策

部 

 

( 1 )  高圧ガ

ス保安法

（昭和 26

年法律第 

作業服 

（上下） 

1 2   2  防 

災対

策部 

防災対策

部 

 

( 1 )  高圧ガ

ス 保 安 法

（昭和 26

年 法 律 第 

作業服 

（上下） 

1 2  

 防寒服 

（上） 

1 5       
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   204 号）、

消 防 法

（昭和 23

年法律第

186 号）

及び火薬

類取締法

（昭和 25

年法律第

149 号）

に基づく

検査等に

従事する

者 

       204 号）、

消 防 法

（昭和 23

年法律第

186 号 ）

及び火薬

類取締法

（昭和 25

年法律第

149 号 ）

に基づく

検査等に

従事する

者 

    

   (2) （略） （略） （略） （略）     (2) （略） （略） （略） （略）  

 3～10 

（略） 

（略） （略） （略） （略） （略）   3～10 

（略） 

（略） （略） （略） （略） （略）  

備考 （略）  備考 （略） 

   附 則 

 この訓令は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県訓令第 5号 

庁 中 一 般   

地 域 機 関   

 三重県職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和 4 年 3 月 29 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

   三重県職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する訓令 

三重県職員の職務発明等に関する規程（昭和 48 年三重県訓令第 10 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（職務発明等審査会の設置） 

第 13 条 職務発明等の適正な取扱いを図るため、三重

県職務発明等審査会（以下「審査会」という。）を

置き、その庶務は雇用経済部新産業振興課で処理す

る。 

（職務発明等審査会の設置） 

第 13 条 職務発明等の適正な取扱いを図るため、三重

県職務発明等審査会（以下「審査会」という。）を

置き、その庶務は雇用経済部ものづくり産業振興課

で処理する。 

附 則 

この訓令は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
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発行  三  重  県 

三重県津市栄町 1 丁目 891 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ https://www.pref.mie.lg.jp/ 
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